
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

二

八

一

号

宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
の
照
合
作
業
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
の
照
合
作
業
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
〇
三
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

国
民
の
年
金
記
録
が
ず
さ
ん
に
管
理
さ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
年
金
記
録
漏
れ
問
題
（
以
下
、
「
年
金
記
録
問
題
」
と
い

う
。
）
に
関
し
、
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
約
五
千
万
件
（
以
下
、
「
年
金
記
録
」
と
い
う
。
）
の
照
合
作
業
（
以
下
、
「
照

合
作
業
」
と
い
う
。
）
を
二
〇
〇
八
年
三
月
ま
で
に
完
了
す
る
と
政
府
は
公
約
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
右
の
公
約
（
以

下
、
「
公
約
」
と
い
う
。
）
と
は
、
「
照
合
作
業
」
を
完
了
さ
せ
、
約
五
千
万
件
の
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
の
全
て
に
つ

き
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
の
も
の
か
突
き
止
め
る
も
の
か
。
そ
れ
と
も
、
「
公
約
」
と
は
「
前
回
答
弁
書
」
で
政
府
が
触
れ
て
い
る

「
国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
又
は
被
保
険
者
に
係
る
記
録
と
基
礎
年
金
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
又
は
基

礎
年
金
番
号
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
年
金
手
帳
記
号
番
号
に
係
る
記
録
と
を
、
当
該
受
給
権
者
等
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び

性
別
等
の
情
報
を
用
い
て
突
合
せ
、
双
方
の
記
録
が
結
び
付
く
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
特
定
す
る
作
業
（
以
下
「
名
寄
せ
」

と
い
う
。
）
」
を
「
年
金
記
録
」
全
て
に
つ
い
て
実
施
す
る
こ
と
ま
で
を
指
す
の
で
あ
り
、
「
年
金
記
録
」
全
て
に
つ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
誰
の
者
か
を
突
き
止
め
る
こ
と
ま
で
は
含
ま
れ
な
い
の
か
。
確
認
を
求
め
る
。

二

「
公
約
」
に
つ
き
、
�
添
要
一
厚
生
労
働
大
臣
は
二
〇
〇
七
年
十
一
月
二
十
一
日
の
記
者
会
見
で
、
「
年
金
記
録
」
に
つ

一



き
「
最
終
的
に
何
と
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
記
録
が
数
％
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
旨
発
言
し
、
公
約
違
反
で
は
な

い
の
か
と
の
指
摘
に
対
し
て
は
「
先
の
参
院
選
で
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
、
意
気
込
み
を
示
し
た
も
の
。
神
様
が
や
っ
て
も
で
き

な
い
こ
と
が
あ
る
」
「
国
民
に
報
告
し
、
理
解
を
求
め
る
し
か
な
い
」
と
述
べ
た
と
承
知
す
る
が
、
右
の
�
添
大
臣
の
発
言

（
以
下
、
「
�
添
発
言
」
と
い
う
。
）
か
ら
は
、
�
添
大
臣
が
「
公
約
」
と
は
「
年
金
記
録
」
全
て
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
誰

の
も
の
か
特
定
す
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
て
い
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
更
に
、
「
�
添
発
言
」
に
対
し
て
、
町
村
�
孝
官

房
長
官
は
同
年
同
月
二
十
二
日
の
記
者
会
見
で
、
「
多
少
誤
解
を
招
く
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
」
と
「
�
添
発
言
」
を
修
正

す
る
か
の
様
な
発
言
を
し
、
更
に
「
来
年
三
月
末
ま
で
に
照
合
作
業
を
終
え
る
公
約
を
福
田
内
閣
で
も
変
わ
ら
ず
踏
襲
し
て

い
る
の
で
、
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
と
は
受
け
止
め
て
い
な
い
」
「
対
応
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
こ
と
が
五
千
万

件
の
照
合
作
業
の
中
身
だ
。
来
年
の
三
月
末
ま
で
に
完
ぺ
き
に
記
録
の
行
き
先
が
分
か
る
よ
う
に
す
る
と
い
っ
た
わ
け
で
は

な
い
と
理
解
し
て
い
る
」
と
の
旨
の
発
言
（
以
下
、
「
町
村
発
言
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
が
、
「
�
添
発
言
」
と
「
町

村
発
言
」
は
、
あ
た
か
も
「
公
約
」
を
巡
り
内
閣
の
足
並
み
が
揃
っ
て
お
ら
ず
、
「
公
約
」
の
内
容
が
徐
々
に
後
退
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
印
象
を
国
民
に
与
え
か
ね
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


